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男女共同参画に関するアンケート調査報告書

概  要  版 

調査目的：本市における男女共同参画に関する現状と市民の意識及び事業所の実態を把握し、今後の男女共同参画

行政を効果的に推進するための「佐野市男女共同参画プラン（第４期）」策定の基礎資料とすることを

目的に実施しました。 

調査対象：市内に居住する満 18 歳以上の男女 2,000人（男女各 1,000 人） 

     市内にある従業員が 5 人以上の民営事業所 200 社 

調査方法：郵送配布-郵送回収、回答者の希望により WEB 回答も可能 

調査期間：令和 5 年 10 月 24 日～11 月 10 日 

有効回答数：市民意識調査  780 件（39%） 

（回収率）  事業所実態調査 70 件（35%） 

「男性が育児、介護などを行う

ことに対する職場の理解が進む

こと」が 65.5%と最も高く、次

いで「配偶者やパートナー、家

族間でのコミュニケーションを

よく行うこと」が 49.0％となっ

ています。 

Q．あなたは、男性が育児や介護などを行うためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

男性が育児や介護などを行うために必要なこと（いくつでも選択可） 

65.5%

49.0%

48.1%

43.5%

34.9%

34.0%

16.5%

3.2%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

男性が育児、介護などを行うことに対する

職場の理解が進むこと

配偶者やパートナー、家族間でのコミュニ

ケーションをよく行うこと

男性が育児、介護などを行うことに対する

男性自身の抵抗感をなくすこと

男性の育児休業や介護休業に関する法律や

制度が整備されること

労働時間の短縮や休暇制度により、仕事以

外の時間をより多くもてるようにすること

男性が育児、介護などについて学ぶ機会を

得て、知識を身につけること

男性が育児や介護、地域活動を行うための

仲間（ネットワーク）をつくること

その他

無回答

全体（n=780）

さのまる©佐野市 
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「男性優位の組織運営を改善す

ること」が 36.5%と最も高く、

次いで「政策・方針決定の場に

女性が参画することへの抵抗感

をなくすこと」が 30.1%、「政策・

方針決定の場に女性の比率を高

めるための取組を充実させるこ

と」が 29.7%となっています。 

Q．あなたは、国・県・市の政策や地域・企業の方針決定の場に女性の参画が増えていくためには、 

どのようなことが必要だと思いますか。 

政策・方針決定の場への女性の参画（２つまで選択可） 

36.5%

30.1%

29.7%

23.1%

20.9%

18.5%

16.3%

2.3%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40%

男性優位の組織運営を改善すること

政策・方針決定の場に女性が参画することへ

の抵抗感をなくすこと

政策・方針決定の場に女性の比率を高めるた

めの取組を充実させること

家族からの支援や協力があること

女性自身が積極的な参画意識をもつこと

女性の活動を支援する人や、人とのつながり

を充実させること

女性の能力開発の機会を充実させること

その他

無回答

全体（n=780）

「DV やセクハラは重大な人権

侵害であるという意識啓発」が

47.3%と最も高く、次いで「DV や

セクハラに対する罰則を強化し

た法律や規則などの整備」が

41.9%となっています。 

Q．ドメスティック・バイオレンス（DV：配偶者からの暴力等）やセクシュアル・ハラスメント 

（セクハラ：性的いやがらせ）をなくすためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

 

DV やセクハラをなくすために必要なこと（２つまで選択可） 

47.3%

41.9%

34.2%

28.5%

14.2%

2.8%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ＤＶやセクハラは重大な人権侵害である

という意識啓発

ＤＶやセクハラに対する罰則を強化した

法律や規則などの整備

不快な言動、行動に対し、はっきり意思表示

ができる（ノーと言える）環境と意識づくり

苦情や悩みについて、

対応できる相談体制の充実

相手を対等なパートナーとして見るための

意識啓発

その他

無回答

全体（n=780）

男性優位の組織運営を改善すること 

政策・方針決定の場に女性が参画すること 

への抵抗感をなくすこと 

政策・方針決定の場に女性の比率を高める 

ための取組を充実させること 

家族からの支援や協力があること 

女性自身が積極的な参画意識をもつこと 

女性の活動を支援する人や、 

人とのつながりを充実させること 
 

女性の能力開発の機会を充実させること 

その他 

無回答 

 

DV やセクハラは重大な人権侵害である 

という意識啓発 

 

DV やセクハラに対する罰則を強化した 

法律や規則などの整備 

 

不快な言動、行動に対し、はっきり意思表示 

ができる（ノーと言える）環境と意識づくり 

 

苦情や悩みについて、 

対応できる相談体制の充実 

 

相手を対等なパートナーとして 

見るための意識啓発 

 
 

その他 

 
 

無回答 
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女性管理職の割合が「10％未満」で

ある事業所の割合は 52.9%となって

います。 

「学校教育、生涯学習・社会教

育の場で、男女平等と相互理解

や協力、多様性についての学習

の機会を充実させる」が 53.1%

と最も高く、次いで「子どもや

介護を要する人などを預かって

くれる制度（施設）の充実を図

る」が 43.7%となっています。 

「仕事と家庭を両立させるための

制度を充実させる」が 32.9%と最

も高く、次いで「性別により評価

することがないよう、人事考課基

準を明確に定める」が 31.4%とな

っています。 

男女共同参画社会を推進するための市の取組（２つまで選択可） 

Ｑ．男女共同参画社会を実現するために、市は今後どのようなことに力を入れていくべきだと思いま

すか。 

事業所における女性管理職の割合 

Ｑ．女性管理職の割合 

女性従業員が活躍するための今後の取組（いくつでも選択可） 

Ｑ．女性従業員が積極的に活躍するために、今後どのような取組をしていきたいと思いますか。 

53.1%

43.7%

36.2%

15.6%

14.6%

9.2%

3.2%

3.3%

0% 20% 40% 60%

学校教育、生涯学習・社会教育の場で、男女平等と相互理解

や協力、多様性についての学習の機会を充実させる

子どもや介護を要する人などを預かってくれる制度（施設）

の充実を図る

男女の労働条件の改善や女性の雇用機会の拡充について企業

に働きかける

女性を政策方針決定の場に積極的に登用する

社会慣習を改めたり、理解、協力を得るため、男性に対する

啓発を行う

女性の再就職やキャリア形成のためのセミナーなどを開く

その他

無回答

全体（n=780）

10％未満

52.9%

10％以上

47.1%

10％未満

10％以上

32.9%

31.4%

25.7%

20.0%

17.1%

12.9%

7.1%

1.4%

28.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

仕事と家庭を両立するための制度を充実させる

性別により評価することがないよう、

人事考課基準を明確に定める

業務に必要な知識や能力、資格取得のための

教育や研修を、性別に関係なく実施する

女性の少ない職場、職種への女性従業員の配置や、

意欲と能力がある女性の積極的な採用を行う

管理職や従業員に対し、女性活躍の重要性

についての啓発を行う

女性活躍に関するセミナーなどに出席し、

情報収集を行う

女性の活躍に関する担当部局、担当者を設けるなど、

事業所内での推進体制を整備する

その他

特にない

無回答

全体（n=70）

学校教育、生涯学習・社会教育の場で、男女平等と相互 
理解や協力、多様性についての学習の機会を充実させる 
 
子どもや介護を要する人などを預かってくれる 
制度（施設）の充実を図る 
 
男女の労働条件の改善や女性の雇用機会の拡充について
企業に働きかける 
 
 
女性を政策方針決定の場に積極的に登用する 
 
 
社会慣習を改めたり、理解、協力を得るため、 
男性に対する啓発を行う 
 
 
女性の再就職やキャリア形成のためのセミナーなどを 
開く 
 
 
その他 
 
 
無回答 

 

仕事と家庭を両立するための制度を充実させる 
 
 
性別により評価することがないよう、 
人事考課基準を明確に定める 
 
業務に必要な知識や能力、資格取得のための 
教育や研修を、性別に関係なく実施する 
 
女性の少ない職場、職種への女性従業員の配置や、 
意欲と能力がある女性の積極的な採用を行う 
 
管理職や従業員に対し、女性活躍の重要性 
についての啓発を行う 
 
女性活躍に関するセミナーなどに出席し、 
情報収集を行う 
 
女性の活躍に関する担当部局、担当者を設ける 
など、事業所内での推進体制を整備する 
 
 
その他 
  
 
特にない 
  
 
無回答 
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男女共同参画に関するアンケート調査報告書【概要版】 

令和６（2024）年３月 

発行 佐野市 

編集 佐野市市民生活部人権・男女共同参画課 

   〒327-0398 栃木県佐野市田沼町 974-3 

   TEL 0283-61-1140 FAX 0283-61-1142 

   E-mail danjokakari@city.sano.lg.jp 

「社内に相談窓口を設置してい

る」が 40.0%と高くなっており、

次いで「就業規則などにハラスメ

ント防止の規定を定めている」が

38.6%となっています。また「特に

ない」と答えた割合も 40.0%と高

くなっています。 

「家族の介護や看護を行ってい

る人を支援するための介護・看護

サービスの充実」が 48.6%と最も

高く、次いで「子育て支援のため

の保育・預かりサービスの充実」

が 44.3%となっています。 

ハラスメント防止のための取組（いくつでも選択可） 

Ｑ．ハラスメントの防止のため、どのような取組をしていますか。 

男女共同参画社会を実現するための今後の取組（いくつでも選択可） 

Ｑ．「男女共同参画社会の実現」に向けて、行政に対し今後どのような取組を期待しますか。 

 

40.0%

38.6%

21.4%

18.6%

11.4%

8.6%

1.4%

40.0%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

社内に相談窓口を設置している

就業規則などにハラスメント防止の規定を定めている

ハラスメント防止に向けての社内通達やパンフレットを配

布し、周知・啓発をしている

ハラスメント防止に関する研修を実施している

ハラスメント発生時の対応マニュアルを定めている

ハラスメント防止委員会などの機関を設置している

その他

特にない

無回答

全体（n=70）

48.6%

44.3%

21.4%

17.1%

15.7%

14.3%

12.9%

11.4%

10.0%

10.0%

5.7%

1.4%

24.3%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族の介護や看護を行っている人を

支援するための介護・看護サービスの充実

子育て支援のための保育・預かりサービスの

充実

育児休業の取得を義務付ける法律や条例の制定（例：パ

パ・クオータ制※など）

女性の再就職への支援や講座の開催

子育てや介護を担うNPOや民間サービスを

充実させるための支援

事業所における男女共同参画を進めるための

相談窓口の設置

市内事業所（企業）の取組事例、関連情報、

ノウハウの提供

女性の能力発揮を目的とした

講座・セミナーの開催

事業所向けの男女共同参画をテーマとした

講習会の開催

他の企業・団体などとの情報交換の場の提供

男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの実現に

取り組む企業向けの資金的支援（低金利融資など）

その他

特になし

無回答

全体（n=70）

社内に相談窓口を設置している 
 
 
就業規則などにハラスメント防止の規定を定めている 
 
 
ハラスメント防止に向けての社内通達やパンフレット
を配布し、周知・啓発をしている 
 
 
ハラスメント防止に関する研修を実施している 
 
 
ハラスメント発生時の対応マニュアルを定めている 
 
 
ハラスメント防止委員会などの機関を設置している 
 
 
その他 
  
 
特にない 
  
 
無回答 

 

家族の介護や看護を行っている人を 
支援するための介護・看護サービスの充実 
 
 
子育て支援のための保育・預かりサービスの充実 
 
 
育児休業の取得を義務付ける法律や条例の制定 
（例：パパ・クオータ制など） 
 
 
女性の再就職への支援や講座の開催 
 
 
子育てや介護を担う NPO や民間サービスを 
充実させるための支援 
 
事業所における男女共同参画を進めるための 
相談窓口の設置 
 
市内事業所（企業）の取組事例、関連情報、 
ノウハウの提供 
 
女性の能力発揮を目的とした 
講座・セミナーの開催 
 
事業所向けの男女共同参画をテーマとした 
講習会の開催 
 
他の企業・団体などとの情報交換の場の提供 
 
男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの実現に 
取り組む企業向けの資金的支援（低金利融資など） 
 
 
その他 
 
 
 
特になし 
  
 
無回答 

 

報告書本体は 

HP に掲載しています 


